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三田市条例第  号 

 

   三田市市税条例等の一部を改正する条例 

 

 （三田市市税条例の一部改正） 

第１条 三田市市税条例（昭和３２年三田町条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

 第８条から第１７条までを次のように改める。 

 （徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法） 

第８条 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第１５条第

３項及び第５項に規定する条例で定める方法は、その猶予をする期間内におい

て、その猶予に係る金額をその者の財産の状況その他の事情からみて合理的か

つ妥当なものに分割して納付し、又は納入する方法とする。 

２ 市長は、法第１５条第３項又は第５項の規定により、同条第１項若しくは第

２項の規定による徴収の猶予（以下この節において「徴収の猶予」という。）又

は同条第４項の規定による徴収の猶予をした期間の延長（次項及び第４項にお

いて「徴収の猶予期間の延長」という。）に係る徴収金を分割して納付し、又は

納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は

各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定め

るものとする。 

３ 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又

は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得な

い理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入

の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することがで

きる。 

４ 市長は、第２項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入

期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたとき

は、その旨、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び

各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当

該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければなら

ない。 



５ 市長は、第３項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入

期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各

納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納

入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。 

  （徴収猶予の申請手続等） 

第９条 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項

とする。 

(1) 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当

する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情

の詳細 

(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額 

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額 

(4) 当該猶予を受けようとする期間 

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか（分割納

付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、分割納付

又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ご

との納付金額又は納入金額を含む。） 

(6) 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３月を

超える場合には、提供しようとする法第１６条第１項各号に掲げる担保の種

類、数量、価額及び所在（その担保が保証人の保証であるときは、保証人の

氏名及び住所又は居所）その他担保に関し参考となるべき事項（担保を提供

することができない特別の事情があるときは、その事情） 

２ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とす

る。 

(1) 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類 

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類 

(3) 猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の

収入及び支出の見込みを明らかにする書類 

(4) 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３月を

超える場合には、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」

という。）第６条の１０の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し



必要となる書類 

３ 法第１５条の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細 

(2) 第１項第２号から第６号までに掲げる事項 

４ 法第１５条の２第２項及び第３項に規定する条例で定める書類は、第２項第

２号から第４号までに掲げる書類とする。 

５ 法第１５条の２第３項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

(1) 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額 

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができな

いやむを得ない理由 

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間 

(4) 第１項第５号及び第６号に掲げる事項 

６ 法第１５条の２第４項に規定する条例で定める書類は、第２項第４号に掲げ

る書類とする。 

７ 法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間は、２０日とする。 

第１０条 削除 

  （職権による換価の猶予の手続等） 

第１１条 法第１５条の５第２項において読み替えて準用する法第１５条第３項

及び第５項に規定する条例で定める方法は、その猶予に係る金額（その納付又

は納入を困難とする金額として令で定める額を限度とする。）をその猶予をする

期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市

長が指定する月)において分割する方法とする。 

２ 第８条第２項から第５項までの規定は、法第１５条の５第２項において読み

替えて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、

又は納入させる場合について準用する。 

３ 法第１５条の５の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、次に

掲げる書類とする。 

(1) 第９条第２項第２号から第４号までに掲げる書類 

(2) 分割納付又は分割納入をさせるために必要となる書類 



  （申請による換価の猶予の申請手続等） 

第１２条 法第１５条の６第１項に規定する条例で定める期間は、６月とする。 

２ 法第１５条の６第３項において準用する法第１５条第３項及び第５項に規定

する条例で定める方法は、その猶予に係る金額（その納付又は納入を困難とす

る金額として令で定める額を限度とする。）をその猶予をする期間内の各月（市

長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月)

において分割する方法とする。 

３ 第８条第２項から第５項までの規定は、法第１５条の６第３項において準用

する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、又は納入さ

せる場合について準用する。 

４ 法第１５条の６の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項

とする。 

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維

持が困難となる事情の詳細 

(2) 第９条第１項第２号から第４号まで及び第６号に掲げる事項 

(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は

各納入期限ごとの納付金額又は納入金額 

５ 法第１５条の６の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、第９

条第２項第２号から第４号までに掲げる書類とする。  

６ 法第１５条の６の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項

とする。 

(1) 第９条第１項第６号に掲げる事項 

(2) 第９条第５項第１号から第３号までに掲げる事項 

(3) 第６項第３号に掲げる事項 

７ 法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の２第８項に規定す

る期間は、２０日とする。 

  （担保を徴する必要がない場合） 

第１３条 法第１６条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が１００

万円以下である場合、猶予期間が３月以内である場合又は担保を徴することが

できない特別の事情がある場合とする。 

第１４条から第１７条まで 削除 



第１８条中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」を

「法」に改める。 

第２３条第３項中「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」

という。）」を「令」に改める。 

第３１条第２項の表第１号オ中「をいう。以下この表及び第４項において同じ。」

を「をいう。以下この表、第４項及び第３４条の４の２において同じ。」に改める。 

 （三田市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 三田市市税条例の一部を改正する条例（平成２７年三田市条例第３０号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第３号及び第４号の改正規定を削り、第３６条の２第８項の改正規定中

「法人番号」の次に「（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第１５項に規定する法人番号

をいう。以下市民税について同じ。）」を加え、第６３条の２第１項第１号の改正

規定中「）又は法人番号」の次に「（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以

下固定資産税について同じ。）」を加え、第８９条第２項第２号の改正規定中「い

う。」の次に「以下この号及び」を、「）又は法人番号」の次に「（同法第２条第１

５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）」を加え、第１３９

条の３第２項第１号の改正規定中「）又は法人番号」の次に「（同条第１５項に規

定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）」を加え、第１４９条第１号

の改正規定中「いう。」の次に「以下この号において同じ。」を、「）又は法人番号」

の次に「（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）」

を加える。 

付則第１条第３号中「第２条第３号及び第４号、」を削る。 

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第１条中第３１

条の改正規定及び第２条の規定は、公布の日から施行する。 

 （徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の三田市市税条例（以下「新条例」という。）第

８条、第９条及び第１３条（地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律

第２号。以下「平成２７年改正法」という。）附則第１条第６号に掲げる規定によ



る改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下この条において「２８年

新法」という。）第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予に係る部分に

限る。）の規定は、前条本文に規定する施行の日以後に申請される２８年新法第１

５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請さ

れた平成２７年改正法附則第１条第６号に掲げる規定による改正前の地方税法

（以下この条において「２８年旧法」という。）第１５条第１項又は第２項の規定

による徴収の猶予については、なお従前の例による。 

２ 新条例第１１条及び第１３条（２８年新法第１５条の５第１項の規定による換

価の猶予に係る部分に限る。）の規定は、前条本文に規定する施行の日以後に申請

される同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた２８年旧法

第１５条の５第１項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。 

３ 新条例第１２条及び第１３条（２８年新法第１５条の６第１項の規定による換

価の猶予に係る部分に限る。）の規定は、前条本文に規定する施行の日以後に同項

に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第３１条の規定は、平成２７年度以後の年度分の法人の市民税につ

いて適用する。 




